
　2026年7月1日より、米国カリフォル
ニア州において新たな期限表示制度が
始まります。これまで「Sell by」などの多
様な表示も認められてきたところ、食品
廃棄問題を背景に、「BEST if Used By」、「
Use By」等の標準化された表示が義務付
けられます。この機会に、各国および地
域における期限表示制度の違いなどを
整理してみたいと思います。

　期限表示とは「賞味期限」や「消費期限」
などの用語とともに、年月日などの日付
により表示されるものを指します。食品
の輸出入時における確認事項としては、
主に以下の点に注意する必要があると
いえます。

• 国や地域により、表示事項（「賞味
期限」「消費期限」などの定義）が異
なる
• 国や地域により、表示方法（「年月
日」の表示順、表示位置など）が異
なる
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“分かりにくい食品表示を分かりやすく”
We make food labeling accessible for everyone.

各国の期限表示制度と実務上の
注意点について

食品表示調査サービス

原材料及び添加物の適合性検証
容器包装への表示案の適合性検証 

　例えば日本では、「賞味期限は年月日
の順で表示する（３ヶ月を超える場合は
年月の順で表示できる）」「品質が急速に
劣化しやすい食品は消費期限を年月日
で表示する」とされています。（例：「賞
味期限：2026.6.30」）

　米国では乳児用調製粉乳を除き、食品
の期限表示に関する連邦規制はありま
せん※。ただしカリフォルニア州では義
務化が開始され、品質期限（Quality 
Dates）の場合は「BEST if Used by」また
は「BEST if Used or Frozen by」、安全期
限（Safety Dates）の場合は「USE by」また
は「USE by or Freeze by」により表示し
ます。詳細は同州のWEBサイトを参照し
てください。表示順の明示はありません
が、一般的に「月日年」で表示します。（例
：「BEST If Used By：MM/DD/YYYY」）
（※現在 “Food Date Labeling Act（食品期
限表示法）”の審議中）

　EUでは賞味期限（minimum durability 
date）の場合は「Best before …」「Best 
before end …」を、消費期限（‘use by’ 
date）の場合は「Use by …」を各加盟国の
言語により表示します。表示順 は、「日 
月 年」で す。（例：「À consommer de 
préférence avant le : DD/MM/YYYY」）

　表示順が「年月日」である国や地域と
しては、日本のほかに台湾、韓国、中国と
カナダをあげることができます。例えば
台湾では「有效日期（消費期限）」（賞味期
限ではない）の表示事項と表示の位置を
「年月日」とあわせて表示します（例：「有
效日期：見包裝（西元YYYY/MM/DD）」）。

そして韓国では表示事項（「消費期限」、
「消費期限又は品質保持期限」など）が
食品別に定められていること（例：チ
ョコレート菓子の場合は「消費期限」）、
中国では「製造日および賞味期限」（「製
造日」も必要）とされていることに注意
が必要です。

　ここまで、主に表示事項と表示方法の
違いをいくつかまとめてみましたが、日
付については表示案作成段階において
空欄とされることが多く、とりわけ「表
示順」（月日年と年月日）の違いに注意
が必要といえます。見落としを防ぐた
めにも、表示案やデザインの段階で「
DD/MM/YYYY」など予め入れておくと
気づきやすくなると思います。

　期限表示については食品廃棄問題の
背景を受け、近年で各国や地域でいく
つか改正の提案がされており、例えば
“use by” や “best before” の表示方法に
ついて消費者が誤解をすることのない
よう、用語、形式、視覚的表現の点での
改善が検討されています。日本におい
ても、2025年3月に「食品期限表示の設
定のためのガイドライン」が見直しさ
れたばかりですので、今後もこうした
動向にも注目しておかれるとよいと思
います。

（川合）

https://www.cdfa.ca.gov/is/foodrecovery/fooddatelabeling/
https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/2541/text
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040003
https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000258070
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/kigyoutouroku2-1-73.pdf
https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/202607exp-bbe
https://www.label-bank.co.jp/services/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20250401#anx_X
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基礎からわかる

輸出時の食品表示の実務ガイドブック

執筆書籍 好評発売中！

　2026年6月22日に令和8年度「第1回栄養機能食品に関す
る検討会」が開催されました。
　消費者庁は、令和7年度に3回、栄養機能食品に関する検討
会を開催し、栄養機能食品における「栄養成分の下限値およ
び上限値」並びに「機能の文言」の検討を行い、その改正案を
取りまとめています。令和8年度は、昨年度未検討の「摂取を
する上での注意事項」について検討されました。
　
１．検討会の内容
　消費者庁は、現行の栄養機能食品における「摂取をする上
での注意事項」が、以下の3つに分類できることから、それぞ
れの分類について、設定された背景、根拠等を確認の上、日
本人の食事摂取基準（2025年版）、通知、指針、健康食品の安
全性確保に関する食品安全科学研究の結果等を参考に、注
意事項を引き続き表示するか、追記あるいは削除が必要な
ものはないか、検討を行いました。

①全ての栄養成分に共通する注意事項（「本品は、多量摂取
により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではあ
りません。一日の摂取目安量を守ってください。」）
②乳幼児・小児に対する注意事項（亜鉛、銅、マグネシウム）
③特定の栄養成分に対する注意事項（亜鉛、カリウム、マグ
ネシウム、ビタミンA、ビタミンK、葉酸）

　検討の結果、消費者庁は、①、②、③ともに引き続き表示す
るが、③において、特定の栄養成分に対する注意事項である
ことを明確にする観点より、マグネシウムとビタミンAにつ
いて栄養成分名を追記する改正案（以下）を作成しました
（検討内容の詳細については当日の資料をご参照ください）。
　
　検討会では、消費者庁の「摂取をする上での注意事項」の
改正案について、特に委員から反対意見はなく、そのまま了
解されています。

マグネシウム

栄養素 「摂取をする上での注意事項」の改正案

上記以外の栄養素 変更なし。

（赤字部分を追加）
本品は、多量摂取により疾病が治癒し
たり、より健康が増進するものではあ
りません。マグネシウムを多量に摂取
すると軟便（下痢）になることがあり
ます。一日の摂取目安量を守ってくだ
さい。乳幼児・小児は本品の摂取を避
けてください。

ビタミン A （赤字部分を追加）
本品は、多量摂取により疾病が治癒し
たり、より健康が増進するものではあ
りません。一日の摂取目安量を守って
ください。 妊娠三か月以内又は妊娠
を希望する女性は、ビタミンAの過剰
摂取にならないよう注意してくださ
い。

　なお、③における他の栄養成分の注意事項については、す
でに栄養素名の記載があるか（亜鉛、葉酸）、あるいは「本品」
が摂取を控える対象となっていますので（カリウム、ビタミ
ンK）、対象外とされたものと考えます。
　
２．今後の予定
　令和8年度の栄養機能食品に関する検討会は第1回のみで
終了になりました。消費者庁は、令和7年度～ 8年度の検討
結果（栄養機能食品における「栄養成分の下限値および上限
値」、「機能の文言」、「摂取をする上での注意事項」の改正案）
から、食品表示基準の改正案を作成し、その意見募集を行っ
ています。受付締切は 2026 年 7 月 30 日までです。

（谷本）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_018/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_018/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_018/assets/food_labeling_cms206_20260318_10.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_20260619_12.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080088&Mode=0
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https://www.label-bank.co.jp/blog/nutrition/202607fnfc



